
※Ⅱ表、Ⅲ表に該当する法人は、市町村分の均等割を各市町村へ申告してください。
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25120

・2以上の特別区に事務所等を有する場合は、主たる事務所等所在の特別区の均等割額に、
　従たる事務所等所在の特別区の数に応じた均等割額を加算します。

・道府県分の均等割額と、事務所等が所在する特別区の数に応じた
　特別区分の均等割額を合算します。

主たる事務所等とは、
「都内における主たる
事務所等」をいいます。
東京都以外の道府県に
本店のある法人につい
ては、都内の事務所等
の一つを「主たる事務所
等」とし、それ以外の
都内の事務所等を「従
たる事務所等」として
ください。
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※Ⅱ表、Ⅲ表に該当する法人は、市町村分の均等割を各市町村へ申告してください。

７

25120

・2以上の特別区に事務所等を有する場合は、主たる事務所等所在の特別区の均等割額に、
　従たる事務所等所在の特別区の数に応じた均等割額を加算します。

・道府県分の均等割額と、事務所等が所在する特別区の数に応じた
　特別区分の均等割額を合算します。

主たる事務所等とは、
「都内における主たる
事務所等」をいいます。
東京都以外の道府県に
本店のある法人につい
ては、都内の事務所等
の一つを「主たる事務所
等」とし、それ以外の
都内の事務所等を「従
たる事務所等」として
ください。
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